
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤穂市水道事業経営戦略 

（令和７年度～令和１６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月 

  赤穂市 

  



目  次 

 

１．事業概要 ・・・ １ 

 （１）事業の現況 ・・・ １ 

  ア 給水 ・・・ １ 

  イ 施設 ・・・ １ 

  ウ 料金 ・・・ １ 

  エ 組織 ・・・ ２ 

 （２）これまでの主な経営健全化の取組 ・・・ ２ 

 （３）経営比較分析表を活用した現状分析 ・・・ ２ 

２．将来の事業環境 ・・・ ３ 

 （１）給水人口の予測 ・・・ ３ 

 （２）水需要の予測 ・・・ ３ 

 （３）料金収入の見通し ・・・ ４ 

 （４）組織の見通し ・・・ ５ 

３．経営の基本方針 ・・・ ６ 

４．投資・財政計画（収支計画） ・・・ ７ 

 （１）投資・財政計画（収支計画） ・・・ ７ 

 （２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たって

の説明 
・・・ ９ 

  ア 収支計画のうち投資についての説明 ・・・ ９ 

  イ 収支計画のうち財源についての説明 ・・・ １０ 

  ウ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 ・・・ １４ 

 （３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や

今後検討予定の取組の概要 
・・・ １４ 

  ア 投資の合理化、費用の見直しについての検討状

況等 

・・・ １４ 

  イ 財源についての検討状況等 ・・・ １５ 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 ・・・ １５ 

   

（資料１）原価計算表   

（資料２）経営比較分析表（令和５年度決算）   

（資料３）投資・財政計画（収支計画）   

    3-1：試算①：令和 8年度以降、使用料を改定しない場合  

    3-2：試算②：令和 13年度に料金改定を行う場合（改定率 50％） 

    3-3：試算③：令和 13年度に料金改定を行う場合（改定率 100％） 

（資料４）赤穂市水道事業経営戦略ロードマップ   

 



令和 8 年 3 月

令和 7 年度 令和 16

１．事業概要

（１）

ア 給　水

人

人

千㎥／ha

イ 施　設　

％

ウ 料　金

事業の現況

策 定 日 ：

年度

施 設 利 用 率

千ｍ

料金改定年月日
（消費税のみの改
定は含まない。）

344

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

兵庫県赤穂市

水道事業

計 画 期 間 ：

16

～

管 路 延 長

0.88

供用開始年月日 昭 和 19 年 12 月 23 日

水 源

赤穂市水道事業経営戦略

施 設 能 力 56,160

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

58.0

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　本市の一般用水道料金体系は、メーター口径ごとに分類し、それぞれ基本料金と従量料
金を設定している。現行の料金体系は下表のとおりである。
（料金の表示は２か月分・消費税及び地方消費税を含まない。）

浄水場設置数

配水池設置数

2

計 画 給 水 人 口 50,000

現 在 給 水 人 口 43,874法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適用（全部）

㎥／日

平 成 4 年 1 月 1 日

施 設 数

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他

口径 基本料金(円) 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階

13ｍｍ 680

20ｍｍ 880

25ｍｍ 1,720

30ｍｍ 2,600

40ｍｍ 4,400

50ｍｍ 7,600

75ｍｍ 19,800

100ｍｍ 37,600

150ｍｍ 101,000

※20㎥までは基本料金内

2,001㎥

以上

90円/㎥

601～

2,000㎥

75円/㎥

101～

600㎥

70円/㎥

61～

100㎥

65円/㎥1～60㎥

45円/㎥

21～60㎥

45円/㎥

※
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エ 組　織

（２）

（３）経営比較分析表等を活用した現状分析

　給水人口の減少、節水機器の普及等により給水収益が減少すると予測される一方で、管路経年化率は年々上昇
し、管路更新率は低調となっており、今後の施設・管路の更新や大規模自然災害に備えた耐震化等に要する費用の
増加が見込まれる。
　経常収支比率及び料金回収率は類似団体と比較して平均値を下回っており、内部留保資金が減少し、施設・管路
の更新費用等の財源を企業債の発行に頼らざるを得ず、企業債依存比率は増加していくこととなる。

【課題１】継続的な経費削減に努めること
【課題２】資金運用や料金改定を含む財源の安定化を図る

　本市水道事業の組織体系は下図に示すとおりである。上下水道部（うち上水道部門）に総務課及び水道課を有し、
水道課は給水係及び浄水係で構成されている。
　総務課総務係は部長１名及び職員5名体制、水道課給水係は13名体制、浄水係は8名体制となっている。

これまでの主な経営健全化の取組

経営健全化に向け、主に以下の取組を行っている。

〇外部委託への取組
　水道メーターの検針業務や取替業務のほか、北野中浄水場の夜間休日の運転管理業務を民間事業者に委託し、
業務の効率化を図っている。

〇漏水防止対策の実施
　経年劣化した水道管の増加は、漏水リスクの増加だけでなく、漏水に伴う断水の発生や修繕コストの増大につなが
ることとなる。水道事業運営効率化を図るため、以下の取組を行っている。
　・職員による市内一円の漏水調査を毎年実施
　・管路の適切な維持管理と計画的な更新（耐震化）
　・宅内漏水対策（検針時における周知）
　・AI管路診断や、水管橋ドローン点検といった新たな技術の導入による維持管理コストの縮減

〇新エネルギーの導入
　有人施設である北野中浄水場で太陽光発電設備を導入している。

○赤穂市上下水道事業在り方検討委員会の設置
　令和５年４月１日より、赤穂市上下水道事業在り方検討委員会を設置し、水道事業及び下水道事業の健全な運営
について審議している。

別紙参照（経営比較分析表）
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２．将来の事業環境

（１）

（２）水需要の予測

　本市の給水人口は、減少傾向にあり、将来においても減少が予想される。
　なお、水道の普及率は、100％に達しており、給水人口の減少が水需要の減少に直接影響する状況にある。

　2030赤穂市総合計画（令和３年３月策定）において、本市の人口は令和12年に41,081人まで減少すると見込んで
おり、市は人口42,000人を目標としている。

　水需要は生活用、業務営業用、特定事業用及びその他給水用により構成され、各推計の総量より水需要の予測を
行っている。

　生活用においては、給水人口の減少や節水機器の普及等を背景として減少傾向となると予測する。
　業務営業用については、ほぼ横ばいとなっており、過年度の実績からゆるやかな減少傾向となると予測する。

　特定事業用及びその他給水用は、各企業の水需要に左右され予測が困難であるが、水需要全体が減少傾向にあ
ることに加え、大規模事業所の撤退及び事業縮小等の影響もあり、減少傾向となると予測する。

給水人口の予測

生 活 用：φ１３～２５

業務営業用：φ３０以上

特定事業用：特定事業者

そ の 他：上記以外

出典：「2030赤穂市総合計画」
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（３）

　本項目以降の投資・財政計画（収支計画）に関わる料金収入は以下の３パターンを仮定して推計する。なお、試算
②③における料金の見直し時期に関しては、「赤穂市上下水道事業在り方検討委員会」の答申において提示された
「３～５年のスパンでの定期的な見直し」に基づき、令和７年９月に下水道使用料の改定を行ったことを鑑み５年後の
令和１３年を改定時期として仮定した。
　なお、本市の水道料金は一般用、特定事業用、分水用、その他給水用に異なる料金体系が設定されているが、個
別に料金改定率を設定せず、すべての給水収益を合計した額に料金改定率を反映させるものとして試算する。
　
　

　

　

     ※あくまでも試算上の設定であり、実際に改定が決定しているものではない。

　水需要の減少に伴い、給水収益についても減少が予想される。なお、大規模事業所の撤退及び事業縮小等による
特定事業用収入及びその他給水に係る給水収益については、次のとおり収益減を見込んでいる。
・特定事業用収入について
　令和８年度　　　：約３０百万円
　令和９年度以降：約１２１百万円　の減少
・その他給水について
　令和８年度以降：約２８百万円　の減少

　これらを前提に試算①～③の料金収入の見通しについて、以下に記載する。

【参考】
・給水収益＝供給単価×年間有収水量（令和7年度以降の推計における供給単価は、水道料金減免実施の影響を
考慮し、減免実施以前の平均値である65.15円/㎥を採用している。）

料金収入の見通し

試算① 令和８年度以降、料金改定を行わない場合

試算②
令和１３年度に料金改定を行う場合

・使用水量４０㎥（２か月）の場合：年間5,214円増（改定率50％）

試算③
令和１３年度に料金改定を行う場合

・使用水量４０㎥（２か月）の場合：年間10,428円増（改定率100％）

4 



（４）組織の見通し

　水道事業は、施設・管路の経年劣化による更新事業をはじめ、職員一人当たりが負担する業務量が増加している
が、人的資源が限られている中で一部民間事業への委託等を行い運営している。

〈今後の取組〉
・人材の育成と再任用職員の知識・経験の有効活用を継続することにより、サービス水準の維持を図る。
・職員一人ひとりの意識改革を図り、意欲と能力を高め効率的な組織運営に努める。
・技術職員不足を補うため、一般会計と協同し、職員採用に努める。
・「ウォーターPPP」など、PPP/PFIの導入について検討を進める。

5 



３．経営の基本方針

２．目標
　水道事業においては、施設・管路の計画的更新を進めていくために、将来的な財源確保を見据えた資金運用や料
金収入の確保を図る必要がある。
　そのための業績指標として、目標水準を以下のとおり設定する。
　なお、令和６年度の料金回収率は、料金減免実施の影響があることを注記する。（料金減免不実施の令和３年度実
績値：９７．７７％）

１．基本理念
　水道事業は、市民生活や企業活動にとって欠かすことのできないライフラインであり、経営状況が厳しくなる中にお
いても、安全で良質な水道水を確実に供給し続けなければならない。ライフラインとしての使命を果たしながら、公共
性と経済性を両立することで持続可能な事業の運営を目指し、引き続き「歴史ある上水道を次世代へ」を基本理念と
している。
　また、基本理念における行動指針を「挑戦」と「連携」とし、３つの基本方針を定め持続可能な水道事業の運営を目
指している。

【各指標の説明】
Ⓐ経常収支比率：（経常収益÷経常費用）×１００
　　経常収益（営業収益+営業外収益）と経常費用（営業費用+営業外費用）を対比したもので、料金収入等の収益
で、維持管理費や支払利息等の費用を賄えているかを表す指標。１００％以上は単年度黒字を、１００％未満は単年
度赤字を表す。
Ⓑ流動比率：（流動資産÷流動負債）×１００
　　短期債務に対する支払い能力を表している。１年以内に現金化できる資産と支払わなければならない負債を比較
するもので、理想値は２００％以上とされる。
Ⓒ料金回収率：（供給単価÷給水原価）×１００
　　料金回収率が１００％を下回っている場合、給水にかかる費用が水道料金による収入以外に他の収入で賄われて
いることを意味する。

「2031赤穂市水道ビジョン」より

6 



４．投資・財政計画（収支計画）

（１）投資・財政計画（収支計画）　：　別添資料３－１及び３－２参照

　収益的収支は、逓減する見込みであり、当年度留保資金は資本的収支に左右される形になる。資本的支出は、令
和７年度から令和１１年度にかけての支出が特に集中すると見込まれている。支出の内容については、「（2）投資・
財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明①収支計画のうち投資についての説明」にて後述する。
　令和８年度以降に料金改定を行わない場合、経常収支比率、流動比率、料金回収率のいずれにおいても目標値
を大きく下回ることとなり、水道事業の健全な運営に支障をきたすことが懸念される。
　なお、収益的収支及び資本的収支がマイナスであるにも関わらず令和１２年度の当年度損益勘定留保資金がプラ
ス計上となるのは、令和１２年度の建設改良費が大幅に減少するため、資本的収支の不足額が減少し、補填財源と
の差額がプラスになっているためである。

〈試算②：令和１３年度に料金改定を行う場合（改定率５０％）〉

　料金改定率を５０％として試算した場合、令和１６年度の最終年度予測値において経常収支比率は９３．７９％とな
り、大きく減少しないものの目標水準には達しない。流動比率は１５５．４９％となり、目標水準を維持することができ
る。料金回収率は、８９．７２％となり目標水準の１００％を達成できず、料金減免を実施していない令和４年度の実
績値が９７．７７％であったことを鑑みると、緩やかに数値が低下するものと考えられる。

〈試算①：令和８年度以降、料金改定を行わない場合〉
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〈試算③：令和１３年度に料金改定を行う場合（改定率１００％）〉

　料金改定率を１００％として試算した場合、令和１６年度の最終年度予測値において経常収支比率は１３２．５０％、
料金回収率については、１１９．２３％となり、目標数値を達成することができる。また、流動比率については２００．８
７％となり、優良な数値とされる２００％を達成できる。
　さらに、内部留保資金を積み立てることにより、将来の設備更新に備えた資金の確保することができる。

8 



目 標

※投資・財政計画における推計値は、特に説明の無いものについては原則直近５か年度分の平均値等から算出して
いる。

〇水道施設の投資に係る事項について
　今後の施設・管路の更新については、法定耐用年数を基準に別途アセットマネジメント計画で定める耐用年数によ
り計画的に進めていく必要がある。
　管路については令和１０年度に更新需要のピークを迎え、また、経過年数が６０年を超えている施設もあることから、
今後更新（耐震化）の必要性が増し、施設・管路への投資額の増加は避けられないものとなっている（参考に「主要施
設と整備年度（2024年基準）」を後掲する。）。

　建設改良費（事務費・固定資産購入費を含む。）については、令和７年度を含む今後１０年間にわたり、約６７億８千
万円の事業を予定している。特に令和７年度から令和９年度にかけて投資が集中しており、合計約２７億円の費用が
計上されている。
　同時に、企業債償還金（既存分）が令和１１年度にピークを迎え、資本支出金増加の一因となっている。また、企業
債償還金については、令和７年度以降の起債により、令和１３年度以降さらに増加する見込みとなっている。

　なお、資本的支出においては、以下のとおり推計値を算出している。
●建設改良費について
・原則として令和７年度～令和１１年度は、令和７年度実施計画に基づいた数値を採用
・令和１２年度以降は、令和２年度～令和６年度の平均値に物価指数を乗じた数値を採用

●企業債償還金について
・既存分は償還計画表による数値
・新規分については一律、据置期間５年、償還期間３０年として設定

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

ア　収支計画のうち投資についての説明

〇安全な水道水の供給を将来にわたり持続可能とする効率的かつ計画的な施設整備

に努める。

〇「２０３１赤穂市水道ビジョン」に基づき、施設整備の優先度や経営の安全性を考慮し、

更新費用の平準化に努め、耐震化率の向上を図る。
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目 標

〇水道水の安定供給に必要となる施設・管路の更新財源や、運営資金の確保に努める。
〇補助事業や企業債を活用しながら、経営状況や市民生活を考慮し、適正な料金設定を検
討する。

イ　収支計画のうち財源についての説明

〇収益的収入について

投資に関する説明のとおり、資本的支出増大は避けられない状況にある。また、赤穂市水道事業の基本理念

の柱となる「安心」「強靭」「持続」という行動指針に沿うためには、中期的な計画だけでなく長期的な視点から将

来のための施設・管路更新のための資金を確保しておく必要がある。

現状のままの収益的収入の計画では、資金残高が令和７年度から令和１６年度にかけて約１２憶円から約２億

円まで減少する計画となっており、「持続可能な事業運営」を達成することができない。

収入の根幹である水道料金を改定し、内部留保資金を将来に向け確保していくことを早期に検討・実施する必

要性があると考えられる。

また、料金収入以外の収益的収入確保の手段として、浄水場に太陽光発電を設置し売電収入を得ている（た

だし、太陽光発電に関しては環境保全が主眼である。）。さらに、令和７年度は、廃棄予定の不用品（鉄くず等）

売却を検討している。

なお、主な収益的収入は、以下のとおり推計値を算出している。

●営業収益-料金収入：供給単価×年間有収水量

供給単価については、令和２年度、令和４年度～令和６年度に水道料金の減免を実施したことにより、近年の

供給単価を参考値とすることを避け、それ以前の平均値を推計値として採用し、６５,１５円/㎥としている。

●営業収益-その他

営業収益のうち、その他の主な内訳は、手数料及び一般会計補助金である。水道料金の減免が実施された年

度においては、減免相当額及び減免のための費用（システム改修費用）が一般会計補助金として計上されてい

る。この一般会計補助金は一時的なものであり、これを避けて平成28年度から令和元年度までの平均値を推計

値として採用している。

●営業外収益

営業外収益の主な内訳は、加入者負担金及び長期前受金戻入である。

長期前受金戻入は、令和２年度から令和６年度までの減価償却費に対する長期前受金戻入額の割合（％）の

平均値を、減価償却費推計値に乗じて算出している。

なお、長期前受金戻入は、現金収入の伴わない帳簿上の科目になるため、キャッシュの収支計算からは控除

される対象となる。

※　47
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〈試算①：令和８年度以降、料金改定を行わない場合〉

〈試算②：令和１３年度に料金改定を行う場合（改定率５０％）〉
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〈試算③：令和１３年度に料金改定を行う場合（改定率１００％）〉
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〇資本的収入について
　資本的収入においては、原則として企業債の起債が主な財源となっている。
　起債以外の資本的収入は、国庫補助金や負担金等であり、活用可能な補助金があれば積極的な活用を検討す
る。
　令和１３年度以降は、建設改良費のほぼすべての財源を起債に依存することとなる。

　また、財源確保の手段として、新たに有価証券の購入による資金運用を検討している。これは、現在短期定期預
金による資金運用のみを行っている現金預金について、新たに国債等を購入し中長期的な資金運用を図る試みで
あり、より有利な利率で利子収入を得るためのものである（不確定要素が多いため収支計画には組み込んでいな
い）。
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ウ　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

ア　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

　水道事業を維持し、健全な経営を目指す上で、官民連携は有効な手段の一つで
ある。現在も水道メーターの検針や浄水場の運転管理等の分野など限られた範囲
での民間活用は行っているが、今後も人材不足や財政難といった課題を解決する
手法について、ウォーターPPP等の調査・研究を行う。

　水道施設整備に当たっては、コスト縮減の面から管路や施設の更新規模・時期の
適正化や機械・電気設備の長寿命化に配慮しつつ、継続的に実施する。

施設・設備の廃止・統合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　これまでに、経年劣化した配水池の更新に合わせた統廃合を行っており、古池配
水池（令和2年）及び西有年配水池（平成29年）を廃止した。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

該当無

そ の 他 の 取 組
　浄水場の機器更新時に、将来需要を見据えた適切な機器を選定するとともに、脱
炭素・循環型社会の実現やICT活用などに向けた新技術の導入について検討・研究
を進める。

　兵庫県では、平成28年度に「兵庫県水道事業の在り方懇話会」が設置され、「兵
庫県水道事業のあり方に関する報告書（平成30年3月）」に懇話会の提言が取りまと
められている。報告書は、総務省及び厚生労働省から策定要請がなされている「兵
庫県水道広域化推進プラン」として位置づけられている。現在県内のブロックごとに
議論が行われており、資材等の共同発注によるコスト削減や事業統合による管理
運営費の削減等が検討されている。

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の
活 用
（ PPP/PFI等の導入等）

アセットマネジメントの充実
（施設・設備の長寿命化等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

投資以外の経費については、給与単価、動力費、薬品費、工事請負費、燃料費、修繕費、通信運搬費、手

数料、委託料、材料費及び路面復旧費において物価指数等を考慮した推計値としている。（人件費に関しては

毎年３％、その他に関しては毎年２％の上昇率としている。）

また、物価指数に関しては総務省統計局公表の数値を参考としている。減価償却費は既存分については固

定資産税台帳から算定し、新規分については建設改良費の計画額を基に定額法（残存率１０％）、一律４０年

償却と仮定して算出している。
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イ　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

・本経営戦略については、毎年決算時にモニタリングを行い、財政・投資計画の計
画値と実績値の乖離について検証し、見直しを行っていく。
・現在組織している「赤穂市上下水道事業在り方検討委員会」においても検証、評
価を行い、必要に応じ適正な料金体系に向けた議論に繋げていく。
・本経営戦略の中間年度（令和12年度）に改定を行う。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）に
よ る
収 入 増 加 の 取 組

　財政上の負担軽減と世代間の公平性のバランスを図るという観点から、適正な水
準を検討の上、企業債を発行していく。

　消火栓の設置及び管理に要する経費をはじめとした、国の定める繰出基準に基
づき、引き続き適正な繰出しを一般会計に求めていく。

　人口及び水需要が減少していく現状においては、安全で安心な水の供給を確保し
ていくために、水道料金の現状及び今後の在り方について十分な検討を行うととも
に、利用者にも老朽化が進み更新（耐震化）が必要な水道施設や管路の実情を十
分に説明の上、適正な料金体系に繋げていく必要があると考えている。

そ の 他 の 取 組

繰 入 金

企 業 債

　有利な補助制度の活用等により、建設改良費に係る更新費用の適切な財源確保
を図る。
　また、有価証券の購入等により中長期的な運用を検討し、基金の効率的運用を図
る。

　該当無
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